
利用料金（令和６年６月～） 

 

【指定第一号通所事業（通所介護相当サービス）】 

 

≪サービス利用料≫ 

 

【基本利用料】 

区 分 利用回数 基本利用料 
利用者負担 

（１割） （２割） （３割） 

事業対象者 

要支援１ 

一
月
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
回
数
が
全
部
で 

４回まで ４，３６０円/回 ４３６円/回 ８７２円/回 １，３０８円/回 

４回を超えた場合 １７，９８０円/月 １，７９８円/月 ３，５９６円/月 ５，３９４円/月 

事業対象者 

要支援２ 

８回まで ４，４７０円/回 ４４７円/回 ８９４円/回 １，３４１円/回 

８回を超えた場合 ３６，２１０円/月 ３，６２１円/月 ７，２４２円/月 １０，８６３円/月 

※入浴につきましては、上記利用負担額に含まれております。 

※送迎につきましては、基本利用料に含まれております。送迎を行わない場合は片道 

４７円（１割）・９４円（２割）・１４１円（３割）が減算されます。 

 

 

【加算利用料】 

区 分 項 目 
加算利用

料 

利用者負担 

（１割） （２割） （３割） 

事業対象者 

要支援１ サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

７２０円/月 ７２円/月 １４４円/月 ２１６円/月 

事業対象者 

要支援２ 
１４４０円/月 １４４円/月 ２８８円/月 ４３２円/月 

 科学的介護推進体制加算 ４００円/月 ４０円/月 ８０円/月 １２０円/月 

 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ９．０％ 【ひと月当たり】所定単位×０．０９ 

※所定単位とは、上記の介護保険給付により算定された単位数の合計です。 

 

≪その他の費用≫ 

 

項    目 利用者自己負担額 

食事提供費（おやつ代を含む） ６９０円/回 

※上記の他、散髪代等も実費となります。 



【指定通所介護事業】 

≪サービス利用料≫ 

 

【基本利用料】                     通常規模型 ： 所要時間７時間以上８時間未満 

区 分 基本利用料 
利用者負担 

（１割） （２割） （３割） 

要介護 １  ６，５８０円/回  ６５８円/回 １，３１６円/回 １，９７４円/回 

要介護 ２  ７，７７０円/回   ７７７円/回 １，５５４円/回 ２，３３１円/回 

要介護 ３  ９，０００円/回   ９００円/回 １，８００円/回 ２，７００円/回 

要介護 ４ １０，２３０円/回 １，０２３円/回 ２，０４６円/回 ３，０６９円/回 

要介護 ５ １１，４８０円/回 １，１４８円/回 ２，２９６円/回 ３，４４４円/回 

※送迎につきましては、基本利用料に含まれております。送迎を行わない場合は片道 

４７円（１割）・９４円（２割）・１４１円（３割）が減算されます。 

 

 

【加算利用料】 

項    目 基本利用料 
利用者負担 

（１割） （２割） （３割） 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円/回 ４０円/回 ８０円/回 １２０円/回 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  １８０円/回  １８円/回  ３６円/回  ５４円/回 

科学的介護推進体制加算  ４００円/月  ４０円/月  ８０円/月  １２０円/月 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ９．０％ 【ひと月当たり】所定単位×０．０９ 

※所定単位とは、上記の介護保険給付により算定された単位数の合計です。 

 
 
 
 

≪その他の費用≫ 

項    目 一日当たりの利用者自己負担額 

食事提供費（おやつ代を含む） ６９０円 

※上記の他、散髪代等も実費となります。 

 

 

 



２． 利用料金の支払い方法 

 

（１）引落しの場合 

指定金融機関は、【山梨中央銀行】となります。ご利用代金は、月末締めの翌月２０日（休日

の場合は翌営業日）に自動引落しとなります。なお、引落し手数料は『ご利用者様負担』と

なりますのでご了承ください。 

 

 

（２） 現金払いの場合 

請求書（毎月中旬）が届きましたらできるだけお釣のないようにしていただき、【直接当事業

所】へお支払いください。それ以外のお支払い方法で紛失等の事故があった場合は当事業

所では責任を負いかねますのでご承知ください。 

 

 

 


